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投資信託振替制度要綱 

平成 16 年 9 月 24 日  
㈱証券保管振替機構 
   

 

項 目 内 容 備 考 

1.目的   株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。) 

は、「社債等の振替に関する法律」 (以下「法」とい

う。) に基づき、券面のない投資信託の振替制度 (以

下「投資信託振替制度」という。) を実施する。 

  この制度により、投資信託の決済の効率性と安全

性を確保し、投資信託市場の発展に資することを目

的とする。 

 

2.取扱振替投資信託受益権   機構は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(以

下「投信法」という。) に規定する投資信託の受益

権を取り扱う  (以下「振替投資信託受益権」とい

う。)。なお、外国投資信託の受益権は、当面の間、

取り扱わない。 

 

 

 

 

 

 

 

法第２条第１項 
 振替投資信託受益権の範囲を
当初は委託者指図型投資信託
とする。 

 契約において併合又は分割の
定めのある受益権は、平成 16
年 6 月 9日に「社債、株式等の
振替に関する法律」が公布され
たことから、政省令の内容を踏
まえ、別途取扱いを検討する。 
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項 目 内 容 備 考 

 機構が取り扱う振替投資信託受益権は、以下の条件

を満たすこととする。 

① 最低発行単位の口数は１口であること。 

② 当初設定時の最低発行単位の口数当たりの金額

は、１円以上でかつ１円の整数倍であること。 

 

3.制度への参加者   

(1)口座管理機関  証券会社、銀行、その他機構が認める金融機関等は、

業務規程の定めるところにより、口座管理機関とし

て、他の者のために、振替投資信託受益権の振替を

行うための口座を開設することができる。 

 口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならな

い。 

 口座管理機関は、次に掲げる者に区分する(ただし、

以下において、口座管理機関という場合は、両者を

総称するものとする。)。 

① 機構から振替投資信託受益権の振替を行うた

めに口座の開設を受けた者(以下「直接口座管

理機関」という。) 

② 口座管理機関から振替投資信託受益権の振替

を行うために口座の開設を受けた者(以下「間

接口座管理機関」という。) 

 

法第２条第４項 

(2)加入者  機構又は口座管理機関から振替投資信託受益権の

振替を行うための口座の開設を受けた者を加入者と

法第２条第３項 
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項 目 内 容 備 考 

いう。 

 加入者は、法及び業務規程の定めるところにより振

替投資信託受益権の権利を取得することができる。 

  

(3)機構加入者  機構は、他の者から申出があったときは、業務規程

の定めるところにより、振替投資信託受益権の振替

を行うための口座を開設し、振替口座簿を備える。 

 加入者のうち、機構から口座の開設を受けた者を機

構加入者という。 

 

 

(4)販売会社  振替投資信託受益権の募集・売出しの取扱い等の業

務を行う法人を販売会社という。 

 販売会社は、次に掲げる者に区分する(ただし、以

下において、販売会社という場合は、両者を総称す

るものとする。)。 

①  発行者との契約に基づき、振替投資信託受益権

の募集・売出しの取扱い等の業務を行う者(以

下「指定販売会社」という。) 

②  指定販売会社との契約に基づき、振替投資信託

受益権の募集・売出しの取扱い等の業務を行う

者(以下「取次販売会社」という。) 

  販売会社は、口座管理機関と連携をとり、振替投

資信託受益権の設定、解約及び償還に係る手続きを

行わなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 

 本制度において指定販売会社
は口座管理機関となることを
前提とする(投資信託委託業者
の直接募集の場合を除く。)。 
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項 目 内 容 備 考 

(5)発行者  機構は、機構での振替投資信託受益権の取扱いに際

し、振替投資信託受益権の発行者の同意を事前に得

る。 

 

法第１３条第１項 
 

 当初は委託者指図型投資信託
を取扱対象とするため、発行者
は投資信託委託業者をさす。 

 

(6)受託会社  発行者と信託契約を締結した信託会社等を受託会

社という。 

 機構は、振替投資信託受益権の受託会社から申出が

あったときは、業務規程の定めるところにより、受

託会社としての登録を行う。 

 受託会社は、振替投資信託受益権について信託が設

定された場合には、当該発行者のために、信託設定

済みの通知(以下「信託設定済通知」という。) を機

構に対して行わなければならない。 

 

 

(7)資金決済会社  資金決済会社は、加入者又は発行者のために、振替

投資信託受益権の設定、解約及び償還に伴う資金決

済を行う金融機関等をいう。 

 

 加入者のための資金決済会社
は、当該加入者(顧客)に係る指
定販売会社又は指定販売会社
が指定する金融機関が想定さ
れる。 

 発行者のための資金決済会社
は、通常、受託銀行である。 

 

(8)日銀ネット資金決済会社  機構は、資金決済会社のうち、日本銀行の当座勘定

取引先であり、かつ日本銀行金融ネットワークシス

テム（以下「日銀ネット」という。）のオンライン取
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項 目 内 容 備 考 

引先である金融機関等からの申出があったときは、

業務規程の定めるところにより、日銀ネット資金決

済会社としての登録を行う。 

  日銀ネット資金決済会社は、加入者又は発行者の

ために、振替投資信託受益権の設定及び解約におい

てＤＶＰ決済の指定がある場合の資金決済を日銀ネ

ットを利用して行う。 

 

4.振替口座簿   

(1)機構における口座区分  振替口座簿は、機構加入者の口座ごとに区分する。 

 機構加入者の口座は、次に掲げるものに区分する。 

①  機構加入者が振替投資信託受益権についての

権利を有するものを記録する口座(以下「自己

口」という。) 

②  直接口座管理機関の加入者(下位の間接口座管

理機関の加入者を含む。) が振替投資信託受益

権についての権利を有するものを記録する口

座 (以下「顧客口」という。) 

 自己口は、次に掲げるものに区分する。 

①  機構加入者が質権者であるときの、質権に係る

権利を記録する口座(以下「質権口」という。) 

②  上記①以外の権利を記録する口座 (以下「保有

口」という。) 

 保有口及び質権口には、機構加入者が信託の受託者

であるときの、信託財産を記録する口座(以下、保有

法第６８条 
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項 目 内 容 備 考 

口については「信託口」、質権口については「質権信

託口」という。) を設ける。 

 機構は、業務規程の定めるところにより、上記口座

をさらに区分する口座を設ける。 

 

(2)機構における振替投資信託

受益権の振替と資金の支払を

結び付けるための口座 

 

 

 機構は、振替投資信託受益権の振替と資金の支払

(新規記録手続き時においては、「振替投資信託受益

権の振替と信託設定」をいう。) を関係付けるため

の便宜上の口座として、次の口座を設ける。 

① 新規記録手続時 

発行者からの設定に係る事前通知(以下「新規記

録申請」という。) の内容を一時的に記録する

ための口座 (以下「発行口」という。) 

② 解約に係る抹消手続時 

解約に係る抹消手続を行う場合、解約により減

少記録される口数を一時的に記録するための口

座(以下「解約口」という。) 

③ 償還に係る抹消手続時 

銘柄情報に基づき、償還に係る抹消により減少

記録される口数を一時的に記録するための口座

(以下「償還口」という。) 
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項 目 内 容 備 考 

(3)口座管理機関における口座

区分 

 

 振替口座簿は、加入者の口座ごとに区分する。 

 加入者の口座は、機構における機構加入者の区分に

準じて管理する。 

 

 

5.当初設定に係る新規記録手続   

(1)銘柄情報の通知  発行者は、募集開始日の前々営業日までに機構に対

して、発行予定の振替投資信託受益権の銘柄に関す

る情報 (銘柄、発行者の商号、受託会社の商号、振

替投資信託受益権の口数 (最低発行単位の口数) 等

をいう。以下「銘柄情報」という。) を機構の定め

る方法により通知しなければならない。 

 発行者は、銘柄情報に変更が生じたときには、直ち

に機構に対して、その内容を機構の定める方法によ

り通知しなければならない。 

 

 
 

(2)ＩＳＩＮコード設定  機構は、発行者から上記(1)の銘柄情報の通知を受

けたときは、発行者に代わり、証券コード協議会に

対 し て Ｉ Ｓ Ｉ Ｎ （ International Securities Identification 
Number）コードの付番申請を行う。 
 

 

 

 

 

 ＩＳＩＮコードとは、銘柄を特
定するためのコードであり、国
際標準機構(ＩＳＯ)が定めた
規格である国際証券コード仕
様ＩＳＯ６１６６で定められ
ている。 

 上場投資信託は、現行どおり、
当該上場証券取引所が付番申
請を行う。 

 特例投資信託のＩＳＩＮコー
ド取得方法は、別途、検討する。 
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項 目 内 容 備 考 

 機構は、ＩＳＩＮコードが確定した当日中にその内

容を発行者に通知する。 

 発行者は、機構からＩＳＩＮコードの通知を受けた

ときは、当該ＩＳＩＮコードに係る銘柄の指定販売

会社に対して、その内容を遅滞なく通知しなければ

ならない。 

 機構は、発行者にＩＳＩＮコードを通知した後、遅

滞なく、機構加入者及び受託会社に銘柄情報及びＩ

ＳＩＮコードを通知する。 

 上記の通知を受けた口座管理機関が、当該銘柄に係

る下位の間接口座管理機関を有する場合、当該間接

口座管理機関に対して同様の通知を行わなければな

らない。 

 

 
 
 
 

 本制度において必要なＩＳＩ
Ｎコードの対外通知に関して、
証券コード協議会から許諾を
得ることが前提となる。 

 

(3)新規記録申請  発行者は、機構に対して、指定販売会社と合意のう

え、発行予定の振替投資信託受益権の新規記録に関

する情報(銘柄、払込日(信託設定日)、受益権を購入

する加入者の氏名又は名称、口座、加入者ごとの振

替投資信託受益権の口数等をいう。以下「新規記録

情報」という。) を機構の定める方法により通知し

なければならない。 

法第１２１条において読み替えて
準用する法第６９条第１項 

 発行者と指定販売会社の合意
は、公販ネット又はファクシミ
リ等を通じて行われる。公販ネ
ットとは、投資信託の設定や解
約などに係る各種情報につい
て指定販売会社と投資信託委
託会社間の連絡のためのネッ
トワークをいう。 

 機構に対する通知における加
入者の氏名又は名称、口座等
は、それが明らかになるものと
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項 目 内 容 備 考 

して、機構がその通知方法を別
途定める。 

 

  発行者と指定販売会社がＤＶＰ決済を行うことに

ついて合意しているときは、発行者は、機構に対し、

上記の新規記録情報の通知を行う際に、当該合意が

ある旨及びＤＶＰ決済に関する情報(資金決済金額、

日銀ネット資金決済会社等をいう。以下「設定時Ｄ

ＶＰ決済情報」という。) を通知しなければならな

い。 

 

 実務上、ＤＶＰ決済において
は、発行者の指定する資金決済
会社と指定販売会社間の合意
を前提とする。 

 
 日銀ネット資金決済会社に係
る情報については、事前に機構
に通知している場合は必要な
い。 

 

(4)販売会社と口座管理機関と

の連携 

 

 指定販売会社は、上記(3)の内容を発行者と合意す

るときは、受益権を購入する当該指定販売会社の顧

客が加入者として口座の開設を受けた口座管理機関

に対して、当該新規記録情報（及び設定時ＤＶＰ決

済情報）を事前に通知しなければならない。当該通

知を受けた口座管理機関が間接口座管理機関である

場合には、上位の口座管理機関に対し、同様の通知

を行わなければならない。 

 取次販売会社は、指定販売会社と同様に、受益権を

購入する当該取次販売会社の顧客が加入者として口

座の開設を受けた口座管理機関に対して、当該新規

記録情報を事前に通知しなければならない。当該通

知を受けた口座管理機関が間接口座管理機関である

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 取次販売会社は指定販売会社
を経由し、新規記録情報を発行
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項 目 内 容 備 考 

場合には、上位の口座管理機関に対し、同様の通知

を行わなければならない。 

 

者に連絡する。 
 

(5)発行口への記録 

  

①機構が受託会社から信託設定済通知を受領する場合

(以下新規記録手続きにおいては「ＤＶＰ決済の指定

がない場合」という。) 

 機構は、新規記録情報に係る内容を発行口に記録し

た後、当該記録内容を発行者、機構加入者及び受託

会社に通知する。 

 
 
 

  ②ＤＶＰ決済の指定がある場合 

 機構は、新規記録情報及び設定時ＤＶＰ決済情報の

通知を受けた後、当該内容の確認を行うため、機構

加入者に対して、当該情報を通知する。 

 機構加入者は、上記確認のための通知を受けたとき

は、通知事項をそれぞれ照合・確認のうえ、機構に

対して承認の返信を行わなければならない。 

 機構は、機構加入者から上記の承認を受けたとき

は、その内容を発行口に記録(以下「発行口記録情報」

という。) する。 

 機構は、当該発行口記録情報及び機構が付した決済

番号を発行者、機構加入者及び受託会社に通知する

とともに、設定時ＤＶＰ決済に係る資金決済情報（決

済番号付) を日本銀行及び日銀ネット資金決済会社

に送付する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 機構加入者や受託会社が日銀
ネット資金決済会社である場
合、原則として、日銀ネット資
金決済会社には設定時ＤＶＰ
決済に係る資金決済情報を送
付しない。 
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項 目 内 容 備 考 

(6) ＤＶＰ決済の指定がある

場合の資金決済 

 

 日本銀行は、上記(5)②の設定時ＤＶＰ決済に係る

資金決済情報(決済番号付)を受領した場合、当該情

報を資金決済当事者(日銀ネット資金決済会社)に対

して通知する。渡方日銀ネット資金決済会社は、当

該通知に係る資金決済を承認する場合、日本銀行に

対して資金決済を依頼する。 

 日本銀行は、上記の資金決済が完了した場合、その

旨を資金決済当事者(日銀ネット資金決済会社)及び

機構に対して通知する。 

 

 
 
 
 
 

 渡方日銀ネット資金決済会社
は、機構加入者側である。 

 ＤＶＰ決済については、日本銀
行において本要綱の提示する
スキームが了承され、所要の対
応が採られることが前提とな
る。 
 

(7)信託設定済通知 ①ＤＶＰ決済の指定がない場合 

 発行者は、発行口に記録されている振替投資信託受

益権の購入代金が発行者の指定する資金決済会社に

入金されたことを確認したときには、当該振替投資

信託受益権の信託設定を受託会社に指図する。受託

会社は、当該振替投資信託受益権について信託を設

定したときは、機構に対し、その旨を機構の定める

方法により通知しなければならない。 

②ＤＶＰ決済の指定がある場合 

 機構が日本銀行から受信する上記(6)の通知を以っ

て、受託会社による機構への信託設定済通知が行わ

れたこととする。 

 

 機構は、上記①及び②の受託会社の信託設定済通知
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項 目 内 容 備 考 

を発行者が行うべき新規記録に伴う通知とみなす。 

 

(8)新規記録  機構は、上記(7)の信託設定済通知を受けたときは、

発行口から振替を行い、機構加入者の口座に増加記

録を行う。 

 機構は、当該増加記録の内容を新規記録済通知とし

て発行者、機構加入者及び受託会社に通知する。 

 直接口座管理機関は、機構が当該直接口座管理機関

の顧客口に増加記録したときは、発行口記録の際に

機構から受けた通知内容に基づき、加入者の口座へ

増加記録等を速やかに行わなければならない。 

 口座管理機関が下位の間接口座管理機関の顧客口

座に増加記録したときは、当該間接口座管理機関は、

増加記録等を速やかに行わなければならない。 

 

 ＤＶＰ決済の指定がある場合、
機構加入者の口座への増加記
録をもって機構によるＤＶＰ
決済は完結する。 

 

6.追加設定に係る新規記録手続  上記 5 の「当初設定時の新規記録手続」の(3)より

(8)に準じた手続きにより、新規記録を行う。 

 

 

7.解約に係る抹消手続   

(1)加入者による委任  加入者は、事前に口座管理機関に対し、解約に伴う

残高抹消の手続きを取ることを委任する。また、当

該加入者は、自らが顧客となっている販売会社に対

し、解約代金の代理受領を委任する。 

 当該委任を受けた口座管理機関が間接口座管理機

関である場合には、上位の口座管理機関に対し、同
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項 目 内 容 備 考 

様の委任を行う。 

 

(2)解約時抹消予定申請  発行者は、機構に対して、指定販売会社と合意のう

え、解約時抹消により減少記録される振替投資信託

受益権の情報 (銘柄、抹消日、機構加入者の区分口

座ごとの減少記録される振替投資信託受益権の口数

等をいう。以下「解約時抹消予定情報」という。) を

機構の定める方法により通知しなければならない。 

法第１２１条において読み替えて
準用する法第７１条第１項 
 

  発行者と指定販売会社がＤＶＰ決済を行うことに

ついて合意しているときは、発行者は、機構に対し

て、上記の解約時抹消予定情報の通知を行う際に、

当該合意がある旨及びＤＶＰ決済に関する情報 (資

金決済金額、日銀ネット資金決済会社等をいう。以

下「解約時ＤＶＰ決済情報」という。) を通知しな

ければならない。 

 

 実務上、ＤＶＰ決済において
は、発行者の指定する資金決済
会社と指定販売会社間の合意
を前提とする。 

 
 日銀ネット資金決済会社に係
る情報については、事前に機構
に通知している場合は必要な
い。 
 

(3)販売会社と口座管理機関と

の連携 

 

 指定販売会社は、上記(2)の内容を発行者と合意す

るときは、受益権を解約する当該指定販売会社の顧

客が加入者として口座の開設を受けた口座管理機関

に対して、当該解約時抹消予定情報（及び解約時Ｄ

ＶＰ決済情報）を事前に通知しなければならない。

当該通知を受けた口座管理機関が間接口座管理機関

である場合には、上位の口座管理機関に対し、同様
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項 目 内 容 備 考 

の通知を行わなければならない。 

 取次販売会社は、指定販売会社と同様に、受益権を

解約する当該取次販売会社の顧客が加入者として口

座の開設を受けた口座管理機関に対して、当該解約

時抹消予定情報を事前に通知しなければならない。

当該通知を受けた口座管理機関が間接口座管理機関

である場合には、上位の口座管理機関に対し、同様

の通知を行わなければならない。 

 

 
 取次販売会社は指定販売会社
を経由し、解約時抹消予定情報
を発行者に連絡する。 
 

(4)解約口への記録 

  

①機構が機構加入者から資金振替済通知を受領する場

合(以下抹消手続きにおいては「ＤＶＰ決済の指定が

ない場合」という。) 

 機構は、解約時抹消予定情報に係る内容を解約口に

記録した後、当該内容を発行者、機構加入者及び受

託会社に通知する。 

 

  ②ＤＶＰ決済の指定がある場合 

 機構は、解約時抹消予定情報及び解約時ＤＶＰ決済

情報の通知を受けた後、当該内容の確認を行うため、

機構加入者に対して、当該情報を通知する。 

 機構加入者は、上記確認のための通知を受けたとき

は、通知事項をそれぞれ照合・確認のうえ、機構に

対して承認の返信を行わなければならない。 

 機構は、機構加入者から上記の承認を受けたとき

は、その内容を解約口に記録(以下「解約口記録情報」

という。) する。 
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項 目 内 容 備 考 

 機構は、当該解約口記録情報及び機構が付した決済

番号を発行者、機構加入者及び受託会社に通知する

とともに、解約時ＤＶＰ決済に係る資金決済情報（決

済番号付) を日本銀行及び日銀ネット資金決済会社

に送付する。 

 

 
 機構加入者や受託会社が日銀
ネット資金決済会社である場
合、原則として、日銀ネット資
金決済会社には解約時ＤＶＰ
決済に係る資金決済情報を送
付しない。 
 

(5) Ｄ ＶＰ決済の指定がある

場合の資金決済 

 

 日本銀行は、上記(4)の解約時ＤＶＰ決済に係る資

金決済情報(決済番号付)を受領した場合、当該情報

を資金決済当事者(日銀ネット資金決済会社)に対し

て通知する。渡方日銀ネット資金決済会社は、当該

通知に係る資金決済を承認する場合、日本銀行に対

して資金決済を依頼する。 

 日本銀行は、上記の資金決済が完了した場合、その

旨を資金決済当事者(日銀ネット資金決済会社)及び

機構に対して通知する。 

 

 
 
 
 
 

 渡方日銀ネット資金決済会社
は、発行者側であり、通常、受
託銀行である。 

 
 

(6)解約時抹消申請 ①ＤＶＰ決済の指定がない場合 

 機構加入者は、解約口に記録されている振替投資信

託受益権の解約代金の支払いが行われたことを確認

したときには、機構に対し、その旨を機構の定める

方法により通知しなければならない。 

 機構加入者から上記の通知を機構が受領する場合

は、当該通知を以って解約時抹消申請が行われたと
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項 目 内 容 備 考 

みなす。 

②ＤＶＰ決済の指定がある場合 

 機構が日本銀行から受領する上記(5)の通知を以っ

て機構加入者による機構への解約時抹消申請が行わ

れたとみなす。 

 

(7)減少記録  機構は、上記(6)の抹消申請を受けたときは、解約

口の減少を行い、当該機構加入者の口座の減少記録

を行う。 

 機構は、当該減少記録の内容を抹消済通知として機

構加入者及び発行者に通知する。 

 

 ＤＶＰ決済の指定がある場合、
機構加入者の口座への減少記
録をもって機構によるＤＶＰ
決済は完結する。 
 

8.償還(抹消)手続   

(1)加入者による委任  加入者は、事前に口座管理機関に対し、償還に伴う

残高抹消の手続きを取ることを委任する。また、当

該加入者は、自らが顧客となっている販売会社に対

し、償還代金の代理受領を委任する。 

 当該委任を受けた口座管理機関が間接口座管理機

関である場合には、上位の口座管理機関に対し、同

様の委任を行う。 

 

 

(2)販売会社と口座管理機関と

の連携 

 

 販売会社は、上記(1)の委任を受けたときは、受益

権の償還を受ける当該販売会社の顧客が加入者とし

て口座の開設を受けた口座管理機関に対して、当該
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項 目 内 容 備 考 

償還に関する情報を事前に通知しなければならない。 

 当該通知を受けた口座管理機関が間接口座管理機

関である場合には、上位の口座管理機関に対し、同

様の通知を行わなければならない。 

 

(3)償還口への記録  機構は、銘柄情報に基づき、償還に伴う抹消日に、

償還により減少記録される振替投資信託受益権の銘

柄の口数を償還口に記録するとともに、当該内容を

発行者及び機構加入者に通知する。 

 

 

(4)償還時抹消申請 

 

 機構加入者は、償還口に記録されている振替投資信

託受益権の償還代金の支払いが行われたことを確認

したときには、機構に対し、その旨を機構の定める

方法により通知しなければならない。 

 機構加入者から上記の通知を機構が受領する場合

は、当該通知を以って償還時抹消申請が行われたと

みなす。 

 

法第１２１条において読み替えて
準用する法第７１条第１項 
 
 
 償還時のＤＶＰ決済について
は、今回の制度構築では対応し
ない。次回以降のフェーズで
は、引き続き検討する。 

(5)減少記録  機構は、上記(4)の抹消申請を受けたときは、償還

口の減少を行い、当該機構加入者の口座の減少記録

を行う。 

 機構は、当該減少記録の内容を抹消済通知として機

構加入者及び発行者に通知する。 
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9.振替手続   

(1)加入者からの振替申請  渡方加入者は、当該加入者の口座を開設している機

構又は口座管理機関に対し、振替により減少記録さ

れる振替投資信託受益権の銘柄及び口数、減少記録

される口座の区分、振替先口座及びその区分並びに

決済日を通知して、振替の申請を行わなければなら

ない。 

 

法第１２１条において読み替えて
準用する法第７０条 
 

(2)振替申請を受けた機構又は口座管

理機関が振替先口座を開設してい

る場合 

 

 

 機構又は口座管理機関は、申請のあった渡方加入者

の口座において減少の記録を行い、振替先口座にお

いて増加の記録を行う。 

 

 

(3)振替申請を受けた口座管理機関が

振替先口座を開設していない場合 
 

 口座管理機関は、申請のあった渡方加入者の口座に

おいて減少の記録を行い、機構又は上位の口座管理

機関に対して、振替により減少記録される振替投資

信託受益権の銘柄、口数、振替先口座等を通知しな

ければならない（上位の口座管理機関において振替

先口座を開設していない場合は、同様とする。）。 

 機構は、通知のあった直接口座管理機関の顧客口を

減少する。機構が振替先口座を開設している場合は

当該口座において増加記録を行い、機構が振替先口

座を開設していない場合は、振替先口座を開設する
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直接口座管理機関（下位の間接口座管理機関が振替

先口座を開設する場合を含む。以下 (4)において同
じ。）の顧客口を増加したうえ、当該直接口座管理機

関に対し、振替により増加記録される振替投資信託

受益権の銘柄、口数、振替先口座及びその区分口座

等を通知する。 

 機構から通知を受けた直接口座管理機関は、当該通

知内容に基づき、加入者の口座への増加記録等を行

わなければならない。 

 口座管理機関が下位の間接口座管理機関の顧客口

座に増加記録したときは、当該間接口座管理機関は、

増加記録等を行わなければならない。 

 

(4)  振替申請を受けた機構が振替先
口座を開設していない場合 

 

 機構は、申請のあった渡方加入者の口座において減

少の記録を行い、振替先口座を開設する直接口座管

理機関の顧客口を増加したうえ、当該直接口座管理

機関に対し、振替により増加記録される振替投資信

託受益権の銘柄、口数、振替先口座及びその区分口

座等を通知する。 

 機構から通知を受けた直接口座管理機関は、当該通

知内容に基づき、加入者の口座への増加記録等を行

わなければならない。 

 口座管理機関が下位の間接口座管理機関の顧客口

座に増加記録したときは、当該間接口座管理機関は、
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増加記録等を行わなければならない。 

 

10.情報開示  機構は、各銘柄の総口数等について情報開示を行

う。 

 

法第１２１条において読み替えて
準用する法第８７条 
 

11.特 例投資信託受益権の取扱

い 

  

(1)  振替投資信託受益権の特
例 

 
 機構は、証券市場整備法附則第 1 条第 2 号に規定す

る政令で定める日(以下「受入終了日」という。) ま

でに設定された投信法に規定する投資信託の受益権

であって、その設定後に法の適用を受けることとす

る旨の投資信託約款の変更が行われたもの  (以下

「特例投資信託受益権」という。) のうち、機構が

備える振替受入簿に記録されたものについては、振

替投資信託受益権とみなして、投資信託振替制度に

おいて取り扱う (以下機構において取り扱う特例投

資信託受益権を「振替特例投資信託受益権」とい

う。) 。  
 

 
 「2.取扱振替投資信託受益権」
の項を参照。 

 取扱い後の振替処理(追加設
定、解約、償還、振替)は、他
の振替投資信託受益権と同様
とする。 

 

(2)  発行者の同意・機構による
公告 

 
 機構は、振替特例投資信託受益権の取扱いに際し、

特例投資信託受益権の発行者の同意を事前に得る。  
 機構は、発行者から取扱いの同意を得た場合には、

遅滞なく、その旨を公告する。  

 
法第１３条第１項 

 

法附則第３２条において準用する
法附則第１８条 
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(3)銘柄情報の通知等  特例投資信託受益権の取扱いについて機構に対し

同意を与えた発行者は、直ちに機構に対し、当初設

定に係る新規記録手続きと同様に銘柄情報を通知し

なければならない。  
 機構は、上記の通知があった場合、当該特例投資信

託受益権の銘柄について総口数等の情報開示を行

う。  

 

 
 
 
 
 
法附則第３２条において読み替え
て準用する法附則第１７条 
 

(4)  振替受入簿の備付け  機構は、特例投資信託受益権の銘柄及び口数、特例

投資信託受益権の受益証券の記番号等 (以下「振替受
入情報」という。 ) を記録する振替受入簿を備える。

 

法附則第３２条において読み替え
て準用する法附則第１２条 
 

(5)  振替受入簿への記録申請  特例投資信託受益権の受益者は、その特例投資信託

受益権について、機構に対し、振替受入簿への記録

を申請する (以下「移行申請」という。 )  ことができ
る  (以下において、移行申請する受益者を「申請人」
という。 )。  

 
 申請人は、移行申請に際して、機構に対し、当該特

例投資信託受益権の受益証券を提出するとともに、

申請人のために開設された当該特例投資信託受益権

の振替を行うための口座  (以下「移行先口座」とい
う。 )  を機構の定める方法により通知しなければな
らない。  

 

法附則第３２条において準用する
法附則第１４条 

 申請手続きの委任を含め、
移行申請に伴う事務手続
きの詳細は、関係当事者と検
討を継続し、当該事務手続きを
公表する。 
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(6)  振替受入簿への記録等  機構は、上記(5)の移行申請を受けたときは、当該

振替受入情報を振替受入簿に記録する。 

 機構は、振替受入簿に記録した旨を、当該特例投資

信託受益権の発行者に対し通知する。 

 特例投資信託受益権の受益者及び発行者は、振替受

入簿の閲覧を請求できる。  
 

 特例投資信託受益権について、移行申請する権限を

有しない者の申請により振替受入簿の記録がされた

場合において、当該特例投資信託受益権の受益者よ

り振替受入簿の記録の抹消申請を受けたとき、機構

は、当該申請に係る特例投資信託受益権について振

替受入簿の記録を抹消する。また、機構は、当該記

録を抹消したときは、当該特例投資信託受益権の発

行者にその旨を通知する。  
 

法附則第３２条において準用する
法附則第１４条 

 

 
法附則第３２条において準用する
法附則第１３条 

 

法附則第３２条において準用する
法附則第１６条 

(7)  振替口座簿への記録 ①機構が移行先口座を開設している場合 

 機構は、移行申請のあった移行先口座に増加記録を

行う。 

②機構が移行先口座を開設していない場合 

 機構は移行先口座を開設する直接口座管理機関（下

位の間接口座管理機関が移行先口座を開設する場合

を含む。）の顧客口に増加記録したうえ、当該直接口

座管理機関に対し、移行申請により増加記録される
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振替特例投資信託受益権の銘柄、口数、申請人の氏

名又は名称、移行先口座を通知する。 

 機構から通知を受けた直接口座管理機関は、当該通

知内容に基づき、申請人の移行先口座への増加記録

等を行わなければならない。 

 口座管理機関が下位の間接口座管理機関の顧客口

座に増加記録したときは、当該間接口座管理機関は、

申請人の移行先口座への増加記録等を行わなければ

ならない。 

 

12.収益分配金の取扱い   

(1) 口 座 管理機関と指定販売

会社との連携 

 

 口座管理機関は、振替投資信託受益権の振替を行う

ための口座を開設した加入者毎の自己口座に記録又

は記載された口数に関する情報を指定販売会社が収

益分配金を支払うに際して事前に通知するととも

に、両者において、当該内容の確認を行うこととす

る。 

 

 
 発行者である投資信託委
託業者は、受託会社より指
定販売会社に収益分配金
を支払う。 

 
 

(2)質権設定等により指定販売

会社である口座管理機関以外

に振替えられた場合の取扱い 

 

 

 

 質権設定等により指定販売会社である口座管理機

関以外に振替えられた場合であって、当該口座管理

機関が直接口座管理機関であるときの上記 (1)の通

知は、機構を通じて行うことができる。 
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13.消却義務   

(1)機構による消却  善意取得により、機構加入者の振替投資信託受益権

の総口数が当該銘柄の振替投資信託受益権の総発行

口数 (償還済み又は解約済みの口数を除く。また、追
加設定により新規記録された場合には当該口数を加

える。以下消却義務の項において同じ。 )  を超える
こととなる場合には、機構は、当該超過口数に達す

るまで、振替投資信託受益権を取得する。この場合、

機構は機関口座に増加の記録を行う。 

 
 
 

 機構は、振替投資信託受益権を取得したときは、発

行者に対し、当該振替投資信託受益権について債務

の全部を免除する旨の意思表示をする 

 機構は、債務免除の意思表示をした振替投資信託受

益権について減少の記録を行う。 

 

法第１２１条において読み替えて
準用する法第７８条 

 振替特例投資信託受益権の場
合、総発行口数は、当該銘柄に
ついて振替受入簿に記録され
た口数の合計口数(当該記録の
効力が生じなかった場合にお
ける当該記録に係る口数及び
償還済み又は解約済みの口数
を除く。また、追加設定により
新規記録された場合には当該
口数を加える。)。 

 

(2)  口座管理機関による措置  善意取得により、口座管理機関において過大記録が

生じた場合は、当該口座管理機関は、業務規程の定

めるところにより、必要な措置を執らなければなら

ない。 

 

法第１２１条において読み替えて
準用する法第７９条 
 

(3)過大記録の未然防止  機構及び口座管理機関は過大記録が発生しないよ

う、システム構築、管理には細心の注意を払う。 
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 機構は、振替口座簿における銘柄ごとの機構加入者

の合計口数と総発行口数を日々確認する。 

 発行者は、当日の取扱時間終了後に機構から受ける

振替口座簿における銘柄ごとの総発行口数データ通

知 (解約 (抹消 )手続き等の申請中の口数等を明示す
る。 )  に対して、照合しなければならない。このと
きに総発行口数に相違がある場合は、直ちにその旨

を機構に対して連絡しなければならない。 

 直接口座管理機関は、当日の取扱時間終了後に機構

から受ける銘柄ごとの顧客口の口数データ通知に対

し、当該直接口座管理機関が開設する振替口座簿と

照合しなければならない。このときに口数に相違が

ある場合は、直ちにその旨を機構に対して連絡しな

ければならない。 

 口座管理機関は、下位の間接口座管理機関との間

で、業務規程の定めるところにより振替口座簿の口

数を照合しなければならない。 

 

14.上場投資信託の取扱い  原則として、上記の投資信託振替制度の処理に準ず

ることとする。 

 

  本要綱に定めのない処理 (証券取引清算機関からの
振替請求に係る処理、受益者報告・登録処理等 )の実
務は、原則として現行制度を基本とし、株券のペー

パーレス化の対応との整合性を取りつつ検討する。  
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15.取扱時間  機構における業務の取扱時間は、原則として午前９

時から午後５時までとする。 

 

 各申請の受付時間は、各スキー
ムの実務処理を勘案して別途
定めることとする。 

 

16.業務の委託  機構は、業務処理の効率性の観点から、業務の一部

を委託することが適当と判断する場合は、主務大臣

の承認を受けて、その業務を他の者に委託する。 

 

法第１０条 

17.制度参加者との関係  機構は、振替業の適正かつ確実な運営を図る観点か

ら必要と認めるときは、業務規程の定めるところに

より、口座管理機関から報告若しくは資料の提出を

受け又は口座管理機関の帳簿書類の閲覧を行う。 

 機構は、口座管理機関が業務規程等に違反した場合

は、業務規程の定めるところにより、口座管理機関

に対し処分を行う。発行者、指定販売会社、受託会

社、日銀ネット資金決済会社についても、業務規程

等に違反した場合は、業務規程の定めるところによ

り、口座管理機関と同様に処分を行う。 

 

 

18.経費の分担  機構が、振替業を実施するために要する経費は、発

行者及び機構加入者等サービスを享受する者から徴

収する手数料を基本として賄う。  
 

 

19.実施時期 

 

 平成１９年１月の実施を目途とする。 
 

 
 

 


